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○瀬戸市就学援助費支給事務取扱要綱  

(趣旨) 

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)

第19条の規定に基づき、経済的な理由によって就学が困難な児童又は生

徒(法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下「児童生徒」

という。)若しくは就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)

第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(法第16

条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、必要な援助を与えるこ

とにより義務教育の円滑な実施に資するため、瀬戸市が行う援助(以下

「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。 

(援助対象者) 

第2条 就学援助の支給対象者となる者は、本市の区域内に住所を有し、瀬

戸市立の小学校又は中学校(以下「市立小中学校」という。)に在学する

児童生徒若しくは就学予定者の保護者で、次項に同意し、かつ第3項又は

第4項に該当する者から瀬戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)

が認定する。 

2 就学援助の支給対象者となる者は、次に掲げる事項に同意するものとす

る。 

(1) 申請書の記載事項について、住民基本台帳の確認及び審査に伴う課

税状況、児童扶養手当の受給状況、他市町村の新入学児童生徒学用品

費(他市町村における同等の施策を含む。)の受給状況等の所要の調査に

同意する。 

(2) 保護者の負担することとなる給食費について、教育委員会が就学援

助費から充当することに同意する。  

(3) 学校諸費を滞納している場合は、学校長(市立小中学校の学校長をい

う。以下同じ。)経由の支給に変更することとし、変更後の援助費の請
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求、受領及び返納に関する一切の権限を学校長に委任することに同意

する。 

(4) 第5条により認定され、新入学児童生徒学用品費の支給を受けた後

に、市立小中学校に入学を予定していた就学予定者又は児童生徒が市

立小中学校に入学しなかった場合は、当該新入学児童生徒学用品費を

返還することに同意する。 

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以

下「要保護者」という。) 

4 次の各号のいずれかに該当し、かつ、要保護者に準ずる程度に困窮して

いると教育委員会が認めた者(以下「準要保護者」という。) 

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者  

ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止  

イ 瀬戸市市税条例(昭和40年瀬戸市条例第6号。以下「市税条例」と

いう。)第24条第2項の規定に基づく市民税の非課税 

ウ 市税条例第51条の規定に基づく市民税の減免 

エ 市税条例第71条の規定に基づく固定資産税の減免 

オ 瀬戸市国民健康保険条例(昭和36年瀬戸市条例第1号)第21条の規

定に基づく国民健康保険料の減免  

カ 児童扶養手当法(昭和36年法律238号)第4条の規定に基づく児童扶

養手当の支給 

キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基

づく国民年金の掛金の免除 

ク 生活福祉資金による貸付け  

ケ 児童生徒と生計を一にする世帯全員の基準年の所得の合計が、瀬

戸市が定める基準に満たず、かつ、経済的に困窮していると教育委

員会が認める者 
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5 親権を行うものが当該児童生徒又は就学予定者と別居し、かつ、監護若

しくは教育を行わないと認められるときは、当該児童生徒又は就学予定

者と同居し、かつ、監護及び教育を行う者を保護者とみなす。 

6 親権を行うものが当該児童生徒又は就学予定者とやむを得ず別居する

が、生計を一にして引き続き監護が続く場合は、第1項の規定にかかわら

ず支給対象者は、本市の区域内に住所を有することを問わないこととす

る。 

(援助費目及び支給額) 

第3条 要保護者及び準要保護者として認定された者に対する就学援助は、

次に掲げる費目について行うものとする。 

(1) 学用品費等 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の

学習に必要とされる学用品(実験及び実習材料を含む。)の購入費 

(2) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 児童生徒が、学校外に教育の場

を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないもの

に参加するために直接必要な交通費、見学料等。ただし、4月1日から

翌年2月末日までの実施分に限る。  

(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 児童生徒が、学校外に教育の場を求

めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴うものに参加す

るために直接必要な交通費、見学料等 

(4) 通学費 公共交通機関により通学している児童生徒が最も経済的

な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費のうち、教育委員

会が必要と認めるもの 

(5) 修学旅行費 修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料等並び

に修学旅行に参加した児童生徒の保護者が修学旅行に要する経費とし

て均一に負担すべきこととなる記念写真代、医療品代、旅行傷害保険

料、添乗員経費、荷物輸送代、しおり代、通信費及び旅行取扱料金 
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(6) 新入学児童生徒学用品費 新たに入学する児童生徒が通常必要と

する学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨

靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費 

(7) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定

める疾病の治療に要する経費で保護者が負担することとなる額 

(8) 学校給食費 児童生徒が受けた給食で、保護者が負担することとな

る額 

2 生活保護法第13条の規定による教育扶助受給者には、前項第5号の費目

以外については支給しない。 

3 就学援助の支給額は、第1項に規定する費目について、予算の範囲内で

毎年度教育委員会が定めるものとする。  

4 第1項第6号に規定する新入学児童生徒学用品費は、他市町村の新入学

児童生徒学用品費(他市町村における同等の施策を含む。)を受給(物品等

の支給を含む。)していない場合に限る。  

5 区域外就学の児童生徒については、次のとおりとする。  

(1) 本市の区域外に転出した児童生徒で、市立小中学校に在籍している

場合は、当該児童生徒の就学援助費を支給するものとする。  

(2) 本市の区域内に住所がある児童生徒で、区域外通学により瀬戸市立

以外の学校に在籍している場合は、当該児童生徒の就学援助費は支給

対象外とする。 

6 前項について、他市町村と協議のうえ決定した事項については、この要

綱に定める限りではない。 

(援助の申請) 

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、「就学援助費受給申

請書」(第1号様式。以下「申請書」という。)に証明書類等を添えて、教

育委員会又は学校長(就学予定者の保護者による申請を除く。)に提出す
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るものとする。 

2 申請書の提出期間は、次の各号の区分に応じて定める期間とする。 

(1) 就学援助を受けている保護者が、翌年度において引き続き就学援助

の受給を申請する場合(小学校6年生で中学校へ入学を予定している場

合を含む。) 当該年度の1月4日から2月末日まで 

(2) 就学予定者が小学校へ入学を予定し、新たに就学援助の受給を申請

する場合 入学予定前年度の12月1日から1月末日までの間で教育委員

会が指定した期間 

(3) 本市の区域内に転入し、小学校へ入学し、新たに就学援助の受給を

申請する場合(前号の区分に該当する場合を除く。) 当該年度の4月末

日まで 

(4) 転入学又は災害等の事由により年度の途中において受給を申請す

る場合 当該年度の1月末日まで 

(認定) 

第5条 教育委員会は、前条に定める申請があったときは、申請書を審査し、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める末日までに認定を終了す

るものとする。この場合において、第2条第4項各号に規定する要件の適

用に関して、年度途中の学期単位で再審査及び再認定に係る事務を行う

こととし、2学期分(8月1日から12月末日分とする。)は8月1日、3学期分

(1月1日から3月末日分とする。)は12月1日現在の状況をもって審査する

ものとする。 

(1) 前条第2項第1号に規定する場合 3月末日まで 

(2) 前条第2項第2号に規定する場合 申請書の提出期間末日の翌月末

まで 

(3) 前条第2項第3号に規定する場合 申請の都度 

(4) 前条第2項第4号に規定する場合 2月末まで 
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2 前項の認定の際は、教育委員会は必要に応じ学校長の意見又は民生委員

若しくは福祉事務所の長の所見を総合的に審査し、前項に定める期日ま

でに認定を行うものとする。 

3 提出された申請書について、添付書類の不備、所得未申告等の理由によ

り認定できない場合、当該申請日より起算して30日を経過した日をもっ

てその申請を無効とする。 

4 第7条第1項の規定により認定を取り消された後、当該年度中に第2条第

4項の要件を満たすことにより再認定した認定時期は、当該要件を満たす

こととなった基準日とする。 

(認定の通知) 

第6条 教育委員会は、提出された申請書について保護者及び学校長にその

結果を通知する。 

2 2学期分と3学期分の結果については、前学期の認定状況からの変更が

あった場合に限り、保護者に通知する。なお、学校長へは全員の就学援

助認定結果を通知する。 

(認定の取消) 

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り

消すものとする。 

(1) 第2条第4項各号の要件を満たさなくなった場合  

(2) 転出に伴う転校をした場合  

(3) 就学予定者又は次年度に瀬戸市立の中学校に入学を予定していた

児童で市立小中学校に入学をしなかった場合。ただし、入学しなかっ

た事由が就学予定者又は児童の死亡を起因とする場合を除く。 

(4) 対象児童生徒が死亡した場合  

2 前項により、認定を取り消す場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該

各号に定める日をもって認定を取り消すものとする。  
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(1) 前項第2号に規定する場合 就学中の市立小中学校を退校する日  

(2) 前項第3号に規定する場合 事由が発生した都度  

(3) 前項第4号に規定する場合 事由が発生した月の末日  

3 虚偽の申請による認定があった場合は、その認定は元よりなかったもの

とする。 

(就学援助費の支給方法) 

第8条 就学援助費の支給は、教育委員会が適切な方法により、金銭又は現

物で直接支給対象者に対して行うものとする。ただし、保護者が学校諸

費を滞納している場合は、保護者の委任により学校長を経て保護者に支

給することができる。 

2 前項に規定する保護者に係る学校諸費について、未納がある場合は就学

援助費から当該金額を充当することができる。 

3 学校給食費については、教育委員会が保護者の負担することとなる金額

を就学援助費から瀬戸市へ充当する。ただし、新規申請分については、

申請日の属する学期は保護者への支払いとし、翌学期分より瀬戸市への

充当とする。 

(就学援助費の支給時期) 

第9条 就学援助費の支給時期は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に

定める時期とする。 

(1) 学用品費等 1学期分7月、2学期分12月、3学期分3月 

(2) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 1学期実施7月、2学期実施12月、3学

期実施3月 

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 1・2・3学期実施3月 

(4) 新入学児童生徒学用品費 認定をした月又は翌月  

(5) 修学旅行費 1学期実施7月・8月、2学期実施12月・1月 

(6) 通学費 1学期分7月、2学期分12月、3学期分3月 
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(7) 学校給食費 1学期分9月、2学期分2月、3学期分4月 

(8) 医療費 1・2学期分12月、3学期分3月 

(就学援助費の返還) 

第10条 第5条により認定され、新入学児童生徒学用品費の支給を受けた

後に、市立小中学校に入学を予定していた就学予定者又は児童生徒が市

立小中学校に入学しなかった場合は、当該新入学児童生徒学用品費を返

還するものとする。 

(補助機関) 

第11条 支給事務について、教育委員会が学校長を補助機関とする場合は、

教育委員会及び学校長は次の事務を行うものとする。  

(1) 学校長は、保護者の委任に基づき、該当児童生徒の学校諸費の滞納

を調べ、教育委員会の支給された就学援助費から滞納分を充当したの

ち、保護者に残金の支給を行う。  

(2) 教育委員会は、支給事務の適正な執行を図るため、学校長が行う支

給事務について検査を行う。 

(証拠書類の整備) 

第12条 教育委員会は、保護者又は業者の請求書、受領書(医療費にあって

は医療機関等の請求書及び受領書)及び支給明細書を他の関係書類とと

もに整理し、保存する。 

(その他) 

第13条 この要綱の実施に必要な事項は、教育長が定める。  

附 則 

この要綱は、平成6年2月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成7年2月1日から施行する。 

附 則 
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この要綱は、平成8年2月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成15年2月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成16年2月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。 

附 則 

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されて

いる申請書その他の用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分

の間、使用することができる。 
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